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記載例２……残りの税額を一括徴収し、９月分で納入する場合

市（町村）長

〇〇県××市△△３－２－１

鈴木　一郎

スズキ　イチロウ

代表取締役　特徴　太郎

株式会社　〇×商事

〇〇県××市△△１－２－３

カブシキガイシャ　マルバツショゥジ

××・8・31

××

鈴
木

８月末で退職した給与所得者の徴収方法を、９月分で一括して納入

する場合。

（ア）特別徴収税額（年税額）１４０，０００円（６月から翌年５月分）

（イ）徴収済額  　　３５，６００円（６月から８月分）

（ウ）未徴収税額  　１０４，４００円（９月から翌年５月分）

　　　　　　　　　　　　　　　　↑

　　　　　　　　　　　　　一括徴収税額（納入額と同額）

一括で徴収した税額を納入する月

※１月以降の退職の場合は、原則一

括徴収が基本となります｡

９　　　２０

人事課人事労務係

特徴　花子

×× 〇〇 △△

〇〇〇
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引き出し線
同じ月を記入
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